
証券コード：2178

第15期

定時株主総会
招集ご通知
日時 2021年５月25日(火曜日)

午前10時

場所 東京都港区海岸一丁目２番20号
汐留ビルディング ３階
リージャス汐留センター　会議室
（会場が従来と異なっておりますので、お間

違えのないようご注意願います。）

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に関するお知らせ
・株主の皆様の感染リスクを避けるため、当日のご出席に代えて、同封の議決権行使書のご返送

又はインターネット、スマートフォンによる議決権行使をご利用いただき、当日のご出席をお
控えいただくよう強くお願い申しあげます。

・昨年に引き続き、株主総会にご出席の株主様へのお土産及びお飲み物のご用意並びに株主総会
終了後の事業説明会の開催を取りやめさせていただきます。何卒ご理解くださいますようお願
い申しあげます。

株主総会の運営に変更が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.tri-stage.jp/）
に掲載させていただきます。
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証券コード 2178
2021年５月７日

株 主 各 位
東京都港区海岸一丁目２番20号

株式会社トライステージ
代表取締役社長 倉田　育尚

第15期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第15期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　なお、当日のご出席に代えて、書面（郵送）又はインターネット等によって議決権を行使することがで
きますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、後述のご案内に従って、2021年５
月24日(月曜日)午後６時30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

記 敬　具

1. 日 時 2021年５月25日（火曜日）午前10時

2. 場 所 東京都港区海岸一丁目２番20号
汐留ビルディング ３階　リージャス汐留センター 会議室
（会場が従来と異なっておりますので、末尾の「定時株主総会会場ご案内略図」をご参照いただき、お間違えの
ないようご注意願います。）

3. 目 的 事 項
報 告 事 項 １.第15期（2020年３月１日から2021年２月28日まで）事業報告、連結計算書類並びに

会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２.第15期（2020年３月１日から2021年２月28日まで）計算書類の内容報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案
第３号議案

取締役７名選任の件
ストック・オプションとしての新株予約権を発行する件及び募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

4. 招集にあたっての決定事項
(１)議決権行使についてのご案内

①議決権行使書面において、議案の賛否欄に記載がない場合は、賛成の議決権行使があったものとしてお
取り扱いいたします。

②インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使
としてお取り扱いいたします。

③議決権行使書面とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、イ
ンターネット等による議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

④代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主様１名を代理人として株主総会にご
出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面（株主様が署名又は記名押印した委任状）のご提出
が必要となります。

⑤議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の３日前までに議決権の不統一行使を行う旨とその理
由を書面により当社にご通知ください。
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(２)インターネット開示についてのご案内
当社は、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、本株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち
次に掲げる事項をインターネット上の当社ウェブサイト（https://www.tri-stage.jp/）に掲載させていた
だいておりますので、本招集ご通知には掲載しておりません。
・事業報告の「新株予約権等の状況」
・事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要」
・事業報告の「会社の支配に関する基本方針」
・連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」
・連結計算書類の「連結注記表」
・計算書類の「株主資本等変動計算書」
・計算書類の「個別注記表」
したがって、本招集ご通知に掲載しております事業報告、連結計算書類及び計算書類は、監査役又は会計
監査人が、監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした事業報告、連結計算書類及び計算書
類の一部であります。

以　上
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎なお、株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト

（https://www.tri-stage.jp/）に掲載させていただきます。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止への対応について

当社では、株主総会の開催にあたり、株主の皆様の健康と安全を最優先に考え、新型コロナウイルス感染
症の拡大防止の観点から、以下のとおりお願い申しあげます。株主の皆様のご理解とご協力を賜りますよ
う、重ねてお願い申しあげます。

（1）株主の皆様へのお願い
・極力事前に議決権をご行使いただき、当日のご出席をお控えいただくよう強くお願い申しあげま

す。
・「インターネット等による議決権行使のご案内」につきましては5頁をご覧ください。

（2）株主総会会場での対応等について
・株主総会にご出席の株主様へのお土産及びお飲み物のご用意はございません。
・本年は、株主総会会場における座席の間隔を広げることから、ご用意できる座席数が大幅に減少い

たします。そのため、当日ご来場いただいてもご入場をお断りする場合がございます。
・次のいずれかに該当する株主様につきましては、当日ご来場いただいても、新型コロナウイルス感

染症の拡大防止の観点から、ご入場を制限させていただく可能性がございます。
①マスクをご着用されていない方
②37.5℃以上の発熱（会場入口付近で検温させていただきます。）や咳等の症状のある方、その

他「新型コロナウイルス」等の感染症が疑われる方
③アルコールによる手指消毒にご協力いただけない方（会場入口に、アルコール消毒液をご用意

いたします。）
・特にご高齢の方や、基礎疾患のある方、妊娠されている方、体調のすぐれない方は、より慎重なご

判断をお願いいたします。
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、本株主総会の議事は、例年よりも時間を大幅に

短縮して行う予定でございます。

株主総会の運営に変更が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.tri-stage.jp/）
に掲載させていただきます。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申
しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネット等で議決
権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示のうえ、ご返送く
ださい。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2021年５月25日（火曜日）
午前10時

2021年５月24日（月曜日）
午後６時30分到着分まで

2021年５月24日（月曜日）
午後６時30分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１号、第３号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
◦ 一部の候補者を反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見本

※議決権行使書はイメージです。

書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、到着日時を問わず、インターネット等による議決権行使を有
効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたも
のを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
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インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・
パスワードを入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権
行使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数です
がPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載
の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログ
イン、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイ
トへ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取って
ください。1

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見本

見本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「初期パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　９：00～21：00）
機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能で
す。
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事業報告 (2020年３月 １ 日から
2021年２月28日まで)

１. 企業集団の現況
(１)当連結会計年度の事業の状況

①事業の経過及び成果
　当社グループは、「ダイレクトマーケティングのイノベーションカンパニー」を標榜し、ダイレ
クトマーケティングを実施する企業を総合的に支援しております。
　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大により経済活動が停滞
し、一時的に持ち直しの動きが見られたものの、依然として先行き不透明な状況が続いております。
ダイレクトマーケティング市場は、通信販売の定着及びインターネット通販の拡大とともに、拡大
基調が続いております。新しい生活様式の定着が進む中で、対面せずに商品を購入できる利便性の
高いサービスとしてダイレクトマーケティングの重要性が高まり、ダイレクトマーケティング企業
を支援する当社の社会的役割も増していると認識しております。
　当社グループでは、各社にて在宅ワークをはじめとして新型コロナウイルス感染症の拡大防止へ
対処しつつ、事業を推進いたしました。前連結会計年度にて実施した事業の選択と集中により、不
採算事業の整理と同時にテレビ事業、WEB事業、DM事業への経営資源の配分が進みました。ま
た、2019年12月に開始し随時開発を進めているデータマーケティング基盤「Tri-DDM」により、
ダイレクトマーケティングにおける新規顧客獲得とLTV向上を両軸で支援するための基盤が整いま
した。こうした体制のもと、各事業において着実に当期の戦略を推進してまいりました。
　なお、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う事業環境の著しい変化を踏まえ、連結子会社であ
る株式会社アドフレックス・コミュニケーションズにおける事業計画に対する進捗状況や今後の業
績見通しを検討した結果、第２四半期連結会計期間にて、同社株式取得時に計上したのれん未償却
残高のうち171,589千円を減損損失として特別損失に計上し、その後、期末にてのれんの全額
126,466千円を償却いたしました。また、連結子会社である株式会社日本百貨店において当連結会
計年度にて固定資産の減損損失49,648千円を特別損失に計上いたしました。
　一方、TV Direct Public Company Limitedの株式売却により、当連結会計年度にて178,989千
円を投資有価証券売却益として特別利益に計上いたしました。
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事業報告

　この結果、当社グループの当連結会計年度における売上高は47,782,543千円（前期比5.3％減）、
売上総利益は5,361,091千円（前期比12.9％減）となりました。販売費及び一般管理費は
4,040,801千円（前期比26.8％減）となり、営業利益は1,320,290千円（前期比110.2％増）、経
常利益は1,335,411千円（前期比230.5％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は848,750千円
（前期比364.8％）となりました。

　セグメント別の業績は次のとおりであります。
　なお、前連結会計年度において、当社の連結子会社である株式会社日本ヘルスケアアドバイザー
ズの清算が結了し、通販事業から撤退したことから、当連結会計年度より、「通販事業」セグメン
トを廃止しております。また、当連結会計年度より、「その他」に含まれていた「小売事業」につ
いて量的な重要性が増したため、報告セグメントとして記載する方法に変更しております。

(ⅰ)ダイレクトマーケティング支援事業
　テレビ事業は、ダイレクトマーケティング事業者に対し、テレビ番組枠・CMの提供から番組・
CM制作、受注管理、顧客管理までダイレクトマーケティングに必要なソリューションを総合的に
提供しており、「データ分析に基づく最適な媒体提供」、「売れる映像制作」、「効率的な受注管
理」によるテレビ通販での新規顧客獲得支援を強みとしております。また、放送枠や受注等の各種
データを統合・分析するデータマーケティング基盤「Tri-DDM」により、放送枠価値の明確化やコ
ンタクトセンターの適切な運用状況の把握等を実現しております。上期は、テレビ通販向けのメデ
ィア枠が比較的安価で仕入れやすい環境の中、消費者の在宅率向上や健康意識の高まりも相まって、
健康食品や医薬品等のテレビ通販における販売効率が好調に推移いたしましたが、下期にはメディ
ア枠の仕入れ環境は通常に戻り、販売効率も通常の水準で推移いたしました。
　WEB事業は、株式会社アドフレックス・コミュニケーションズを中心として、テレビとWEBの
相互提案とAIツールの積極導入を実施し、クライアントの売上及び利益の最大化に取り組んでおり
ます。リスティング広告最適化AIツールについては、導入企業数の急速な拡大を目指す中で、新型
コロナウイルス感染症の拡大に伴う各種展示会の延期やリモートワークの影響等により商談の機会
が減少し厳しい状況が続きましたが、下期には徐々に状況が改善いたしました。同社ではリスティ
ング広告最適化以外でも有力なAIツールの導入を進めており、引き続き、新規クライアントの獲得
及び既存クライアントとの取引拡大に取り組んでまいります。
　この結果、売上高は27,714,982千円（前期比1.5％減）、営業利益は1,105,605千円（前期比
43.0％増）となりました。
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(ⅱ)DM事業
　DM事業は、メールカスタマーセンター株式会社を中心として、「ゆうメール」や「クロネコDM
便」等のダイレクトメール発送代行業務に取り組んでおります。当連結会計年度においては、「ネ
コポス」や「ゆうパケット」等の小型宅配便（商品DM）への対応については堅調に推移している
ものの、一部の業界にてDM発送の差し控えが継続した関係で、売上高が減少いたしました。なお、
前連結会計年度に計上した貸倒引当金の一部について戻入が生じました。
　この結果、売上高は18,155,178千円（前期比5.2％減）、営業利益は328,124千円（前期比
188.1％増）となりました。
(ⅲ)海外事業
　海外事業は、PT. Merdis Internationalを中心として、ASEANでのテレビ通販向けの卸売に取り
組んでおります。前連結会計年度においてJML Singapore Pte. Ltd.から撤退したことにより事業
規模は縮小いたしましたが、損失が大幅に減少いたしました。PT. Merdis Internationalでは、新
型コロナウイルス感染症の拡大により、一部商品供給に影響はあったものの、消費者の在宅率向上
によりテレビ通販向けの商品卸が堅調に推移いたしました。
　この結果、売上高は856,972千円（前期比36.2％減）、営業利益は24,615千円（前期は81,837
千円の損失）となりました。
(ⅳ)小売事業
　小売事業は、株式会社日本百貨店の営む「日本百貨店」において、各店舗の収益拡大及び卸売事
業の強化に取り組んでおります。当連結会計年度においては、期初より新型コロナウイルス感染症
の影響により厳しい状況を想定しておりましたが、2020年４月の緊急事態宣言を受け、全店舗に
て休館や短縮営業を余儀なくされました。６月以降は概ね通常営業に移行し徐々に回復したものの、
年末からの新型コロナウイルス感染症の再拡大及び2021年１月の２度目の緊急事態宣言の影響に
より、特に都心や観光地の店舗にて来店者数が減少し、厳しい状況となりました。こうした中で、
経営基盤の整備や不採算店舗からの撤退、新商品開発等、収益性改善に向けた取り組みは着実に進
捗いたしました。また、コスト抑制や各種助成金の活用を図りました。
　この結果、売上高は1,055,410千円（前期比36.2％減）、営業損失は140,698千円（前期は
102,620千円の損失）となりました。

②設備投資の状況
　特記すべき事項はありません。

③資金調達の状況
　特記すべき事項はありません。
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④重要な企業再編等の状況
　当社は、2021年２月１日付で株式会社トライステージメディアを新設分割により設立し、当社
の広告代理事業を当該新設会社に承継いたしました。

⑤対処すべき課題
　当社グループは、当期を最終年度とする中期経営計画において事業の選択と集中を進め、テレビ
事業、WEB事業、DM事業にリソースを集中する一方で、通販事業及び海外事業の一部については
将来の収益性やグループシナジーを判断軸として整理を行いました。また、中長期的な成長の要と
なるダイレクトマーケティング基盤「Tri-DDM」の運用を開始することができました。
　2021年４月12日に公表した「中期経営計画Tri's vision 2024」では、「ダイレクトマーケティ
ングに、DX・イノベーションを。」をビジョンに掲げ、データマーケティング強化による顧客提供
価値向上、クロスチャネル・AIマーケティングサービスによる顧客拡大、事業の強みとDX化による
新規事業立ち上げを基本戦略とし、戦略の実現及び赤字事業の黒字化によって利益拡大を図ります。
消費者行動の変化を見据え、ダイレクトマーケティング実施企業に向けて常に付加価値の高い支援
サービスを提供することで、持続的な成長を目指してまいります。
　また、企業の社会的責任として、内部統制及びコンプライアンスの強化に徹底して取り組んでま
いります。

　各事業における対処すべき課題は、次のとおりであります。

(ⅰ)テレビ事業
　テレビを使用したダイレクトマーケティング支援事業においては、「Tri-DDM」による放送枠デ
ータの分析及びクライアントの需要把握によりメディア枠の仕入を最適化することや映像分析サー
ビスによる映像制作力の強化、発呼予測や購入者プロファイル分析による受注業務の効率化等によ
り付加価値の高いサービスを提供し、クライアントの持続的な事業成長に寄与することで、利益の
拡大を図ってまいります。
(ⅱ)WEB事業
　WEB事業においては、株式会社アドフレックス・コミュニケーションズを中心として、広告効率
改善効果の高いAIツールを活用したインターネット広告の提案により、売上拡大を図ります。また、
テレビ事業とのシナジーを強化し、テレビとWEBを連動させたマーケティング支援を積極的に実施
し、業容の拡大を図ってまいります。
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(ⅲ)DM事業
　DM事業においては、メールカスタマーセンター株式会社を中心として、引き続き、外部環境の
変化に柔軟に対応しながら、主力の「ゆうメール」及び「クロネコDM便」の売上高及び利益を安
定的に確保するとともに、「ゆうパケット」や「ネコポス」といった郵便ポストに投函できる小型
宅配便への対応を強化してまいります。
(ⅳ)海外事業
　海外事業においては、過年度において大幅な減損損失を計上した経緯を踏まえ、既存のリソース
の範囲で安定的な利益の確保に取り組んでまいります。
(ⅴ)小売事業
　小売事業「日本百貨店」においては、当連結会計年度にてプライベートブランド商品の販売を開
始しておりますが、今後さらに魅力的な商品を増やし、収益性の改善に取り組んでまいります。な
お、都心や観光地の店舗では新型コロナウイルス感染症の拡大により引き続き来店者数減少が見込
まれます。顧客、従業員の安全を最優先事項として各店舗において適切な対応を実施するとともに、
より効率的な店舗運営により早期の黒字化を図ってまいります。
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事業報告

(２)財産及び損益の状況
①企業集団の財産及び損益の状況

区　分 第12期
（2018年２月期）

第13期
（2019年２月期）

第14期
（2020年２月期）

第15期
（当連結会計年度）

（2021年２月期）

売 上 高(千円) 55,775,816 53,843,891 50,440,437 47,782,543
経 常 利 益(千円) 908,449 272,112 404,014 1,335,411
親会社株主に帰属する当期
純利益又は親会社株主に帰
属 す る 当 期 純 損 失（△）

(千円) 385,913 △992,210 182,613 848,750

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△） (円) 13.27 △34.07 6.69 33.39

総 資 産(千円) 18,019,850 16,295,477 15,480,655 15,182,485
純 資 産(千円) 8,914,982 7,035,788 6,927,182 6,815,185
１ 株 当 た り 純 資 産 (円) 298.18 246.76 245.94 264.82

(注)１．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)は期中平均発行済株式総数により、１株当たり純資
産は期末発行済株式総数によりそれぞれ算出し、表示単位未満は四捨五入しております。なお、期中平均
発行済株式総数と期末発行済株式総数については、自己株式数を控除して用いております。

２．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018（平成30）年２月16日）
を第14期の期首から適用しており、第13期については、遡及適用後の数値を記載しております。

②当社の財産及び損益の状況

区　分 第12期
（2018年２月期）

第13期
（2019年２月期）

第14期
（2020年２月期）

第15期
（当事業年度）
（2021年２月期）

売 上 高(千円) 33,215,893 29,292,023 24,779,658 23,779,143
経 常 利 益(千円) 962,065 923,405 1,059,094 1,236,729

当期純利益又は当期純損失（△）(千円) 654,174 △1,687,909 247,236 285,032
１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△） (円) 22.49 △57.96 9.05 11.21

総 資 産(千円) 15,075,553 12,540,799 11,565,188 11,365,001
純 資 産(千円) 9,203,495 6,765,183 6,685,080 6,222,658
１ 株 当 た り 純 資 産 (円) 314.93 243.22 243.94 247.52

(注)１．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)は期中平均発行済株式総数により、１株当たり純資
産は期末発行済株式総数によりそれぞれ算出し、表示単位未満は四捨五入しております。なお、期中平均
発行済株式総数と期末発行済株式総数については、自己株式数を控除して用いております。

２．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018（平成30）年２月16日）
を第14期の期首から適用しており、第13期については、遡及適用後の数値を記載しております。
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(３)重要な親会社及び子会社の状況
①親会社の状況

　当社には該当する親会社はありません。

②重要な子会社の状況

会社名 資本金 当社の議決権比率 主要な事業内容

メールカスタマーセンター株式会社 223,800千円 100.00％ ダイレクトメール発送代行

株 式 会 社 日 本 百 貨 店 91,500千円 100.00％ 小売、卸売

株式会社アドフレックス・コミュニケーションズ 25,000千円 100.00％ インターネット広告支援

株式会社トライステージメディア 80,000千円 100.00％ 広告代理業

P T .  M e r d i s  I n t e r n a t i o n a l 57,525千円 74.00％ 卸売

(注)１．2020年３月31日付で、メールカスタマーセンター株式会社の株式を追加取得し、同社を完全子会社とい
たしました。

２．2021年２月１日付で株式会社トライステージメディアを新設分割により設立し、当社の広告代理事業を
当該新設会社に承継いたしました。

３．当事業年度の末日における特定完全子会社はありません。

(４)主要な事業内容（2021年２月28日現在）

事業区分 事業内容

ダイレクトマーケティング支援事業 ダイレクトマーケティング支援

D M 事 業 ダイレクトメール発送代行

海 外 事 業 海外における卸売

小 売 事 業 小売、卸売
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(５)主要な拠点等（2021年２月28日現在）

①当社

名称 所在地

本　　社 東京都港区

関西支店 大阪府大阪市

九州支店 福岡県福岡市

②子会社

会社名 所在地

メ ー ル カ ス タ マ ー セ ン タ ー 株 式 会 社 東京都港区

株 式 会 社 日 本 百 貨 店 東京都港区

株式会社アドフレックス・コミュニケーションズ 東京都港区

株 式 会 社 ト ラ イ ス テ ー ジ メ デ ィ ア 東京都港区

P T .  M e r d i s  I n t e r n a t i o n a l インドネシア ジャカルタ

(６)使用人の状況（2021年２月28日現在）

①企業集団の使用人の状況

事業区分 使用人数 前連結会計年度末比増減

ダ イ レ ク ト マ ー ケ テ ィ ン グ 支 援 事 業 213名 11名減

Ｄ Ｍ 事 業 28名 ー

海 外 事 業 46名 3名増

小 売 事 業 46名 13名減

合 計 333名 21名減

(注)小売事業の使用人数が前連結会計年度末と比べて13名減少しましたのは、株式会社日本百貨店の従業員の通
常の自己都合退職によるものであります。
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②当社の使用人の状況

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

160名 5名減 35.2歳 5.4年

(７)主要な借入先の状況（2021年２月28日現在）

借入先 借入額

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 1,509,039千円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,050,000千円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 370,817千円

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 225,350千円

(８)その他企業集団の現況に関する重要な事項
①訴訟について
　2019年９月30日に公表いたしました、当社元従業員による金銭着服事件（以下、本件）によって
当社が被った損害額のうち、当該元従業員から弁済を受けた額等を差し引いた金額である64,414千
円について、当社は当該元従業員を被告として損害賠償請求訴訟を提起しておりましたが、2020年
５月18日、東京地方裁判所から請求全部認容判決を得、同判決は同年６月５日に確定いたしました。
　当社は、本件が発生したことを厳粛に受け止め、全社を挙げて、さらなる内部統制及びコンプライ
アンスの強化に努めております。

②シンジケートローン契約について
　当社は、安定的な資金調達体制の構築及び既存借入金のリファイナンスを目的として、2020年12
月に取引金融機関と総額6,000,000千円のシンジケートローン契約を締結しております。本契約は
ファシリティ貸付及びタームローン貸付により構成されており、ファシリティ貸付については、当社
グループの事業展開における資金需要に対して、安定的かつ機動的な資金調達体制の構築を目的とし
ており、タームローン貸付については、既存借入金のリファイナンスを目的としております。なお、
当該契約に基づく借入実行は2021年３月31日から可能であり、当連結会計年度末における借入実行
残高はありません。
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２. 会社の現況
(１)株式の状況（2021年２月28日現在）

①発行可能株式総数 ………………………… 96,000,000株
②発行済株式の総数 ………………………… 30,517,200株
③株主数 ………………………………………………10,797名
④大株主

株主名 持株数 持株比率

丸田　昭雄 6,572,400株 26.22％

双日株式会社 5,782,400株 23.07％

妹尾　勲 2,077,400株 8.29％

萩原　雄二 223,900株 0.89％

小林　光男 141,500株 0.56％

今泉　亜矢 132,800株 0.52％

トライステージ従業員持株会 100,900株 0.40％

株式会社ＳＢＩネオトレード証券 85,500株 0.34％

新沼　吾史 74,000株 0.29％

市川　敏夫 65,100株 0.25％

(注)１．当社は、自己株式を5,458,261株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑤その他株式に関する重要な事項
　当社は、2020年４月13日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替
えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得について決議し、当事業年度におい
て、以下のとおり自己株式を取得いたしました。
イ．取得日  　                     2020年４月14日
ロ．取得した株式の総数        2,195,000株
ハ．株式の取得価額の総額     539,970,000円
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(２)会社役員の状況

①取締役及び監査役の状況（2021年２月28日現在）

会社における地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 倉 田 育 尚
経営、業務執行全般及びグループガバナンス全般
並びに内部統制室、人事部、経営管理部、
事業推進部、営業管理室及び関西支店 管掌

代表取締役副社長 前 田 充 章
経営及び業務執行全般並びに第１営業部、
第２営業部及びＤＤＭ推進部 管掌
株式会社アドフレックス・コミュニケーションズ 取締役
株式会社メイキップ 社外取締役

取締役 妹 尾 　 勲 メディア部及び九州支店 管掌
株式会社トライステージメディア 取締役

取締役 三 井 田 　 砂 　 理 双日株式会社 投資マネジメント部長
双日商業開発株式会社 取締役

取締役 杉 山 博 髙

取締役 中 條 　 宰 株式会社ヌプリ 代表取締役
株式会社スタイルポート 取締役

取締役 丸 田 昭 雄

常勤監査役 太 田 譲 治
メールカスタマーセンター株式会社 監査役
株式会社日本百貨店 監査役
株式会社アドフレックス・コミュニケーションズ 監査役
株式会社トライステージメディア 監査役

監査役 藤 井 幹 晴 八重洲グローカル法律事務所 パートナー
シンフォニーマーケティング株式会社 社外監査役

監査役 庄 村 　 裕
庄村公認会計士事務所 所長
双葉電子工業株式会社 社外取締役(監査等委員)
合同会社グローアップ 代表社員

(注)１．取締役三井田砂理氏、杉山博髙氏及び中條宰氏は、社外取締役であります。
２．代表取締役副社長前田充章氏は2021年３月31日付でメールカスタマーセンター株式会社の取締役に、

2021年４月１日付で株式会社トライステージメディアの取締役に就任いたしました。
３．取締役妹尾勲氏は2021年２月１日付で、株式会社トライステージメディアの取締役に就任いたしました。
４．取締役丸田昭雄氏は2020年７月31日付で株式会社アドフレックス・コミュニケーションズの取締役を退

任いたしました。
５．監査役太田譲治氏は、2021年２月１日付で、株式会社トライステージメディアの監査役に就任いたしま

した。
６．監査役藤井幹晴氏は、2020年６月23日付で、シンフォニーマーケティング株式会社の社外監査役に就任

いたしました。
７．監査役太田譲治氏、藤井幹晴氏及び庄村裕氏は、社外監査役であります。
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８．監査役太田譲治氏は、長年にわたる多様な業種の経営者等としての豊富な経験と幅広い知見を有しており
ます。

９．監査役藤井幹晴氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務及び法律に関する相当程度の知見を有してお
ります。

10．監査役庄村裕氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見及び様々な業
態の企業に対する会計監査や内部統制構築・評価支援などの豊富な経験を有しております。

11．当社は取締役杉山博髙氏、中條宰氏、監査役太田譲治氏、藤井幹晴氏及び庄村裕氏を東京証券取引所の定
めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

12．当事業年度中の取締役の異動は次のとおりであります。
①2020年５月26日開催の第14期定時株主総会における終結の時をもって、取締役辻壮氏及び加島敏幸

氏は任期満了により退任いたしました。
②2020年５月26日開催の第14期定時株主総会において、三井田砂理氏が新たに取締役に選任され、取

締役に就任いたしました。

②責任限定契約の内容の概要
　当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条
第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、杉山博髙氏、中條宰氏、監査役太田譲治氏、藤井幹
晴氏及び庄村裕氏は3,600千円又は法令が定める額のいずれか高い額、取締役三井田砂理氏は０円
又は法令が定める額のいずれか高い額としております。

③役員等賠償責任保険（D&O保険）の内容の概要
　当社は、取締役、監査役、管理職従業員及び子会社役員を被保険者として、会社法第430条の３
第１項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しております。被保険者が負担する
ことになる法律上の損害賠償金、争訟費用を当該保険契約により塡補することとしております。被
保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行
為等に起因する損害等については、塡補の対象外としております。保険料は全額当社が負担してお
ります。

④取締役及び監査役の報酬等
イ. 当事業年度に係る報酬等の総額

区分 員数 報酬等の総額

取締役
(うち社外取締役)

7名
（3）

116,316千円
（12,150千円）

監査役
(うち社外監査役)

3名
（3）

16,650千円
（16,650千円）

合計
(うち社外役員)

10名
（6）

132,966千円
（28,800千円）

18



事業報告

(注)１．上記人数には、2020年５月26日開催の第14期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名（う
ち社外取締役１名）を含み、無報酬の取締役２名（社外取締役１名及び2020年５月26日開催の第14期
定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名）を除いております。

２．取締役の報酬額は、2017年５月26日開催の第11期定時株主総会において、年額300,000千円以内（た
だし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

３．監査役の報酬額は、2006年３月15日開催の臨時株主総会において、年額20,000千円以内と決議いた
だいております。

４．上記取締役の報酬等の額には、ストック・オプション報酬として割り当てた新株予約権に係る当事業年
度における費用計上額3,641千円が含まれております。

５．社外役員が当社の子会社等（当社を除く）から支給された役員報酬等はありません。

ロ. 当事業年度に支払った役員退職慰労金
　該当事項はありません。

ハ. 報酬等の内容の決定に関する方針
　当社は、以下のとおり取締役の報酬等の内容の決定に関する方針を定めております。
（ⅰ）基本方針
　　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する

ような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とする
ことを基本方針とする。具体的には、業務執行を担う取締役の報酬は、基本報酬としての金銭に
よる固定報酬及び非金銭報酬等としての株式報酬により構成し、監督機能のみを担う取締役及び
社外取締役の報酬は、その職務に鑑み金銭による固定報酬のみを支払うものとする。

（ⅱ）基本報酬の個人別の報酬の額等の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に
関する方針を含む。）

　　当社の取締役の金銭による固定報酬は、月例支給とし、経験、見識、役割等に応じて他社水準、
当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

（ⅲ）非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法等の決定に関する方針（報酬等を与える時期又
は条件の決定に関する方針を含む。）

　　当社の取締役の非金銭報酬は、ストック・オプションとしての新株予約権とし、業務執行を担
う取締役に対してのみ支払うこととする。

　　ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額は、前年以前の支給実績をベー
スに、会社業績及び当社における業務執行の状況、貢献度等を基準として決定し、割当日におい
てブラック・ショールズ・モデルを用いて算定する新株予約権１個当たりの公正価額に、割り当
てる新株予約権の個数を乗じて算定するものとする。なお、支給は、原則として年１回とする。

（ⅳ）取締役の個別の報酬等の内容の決定方法に関する事項
　　取締役の個別の報酬等の内容については、報酬委員会にて上記方針に基づき充分に検討を行っ

た上で、報酬委員長より取締役会に上程し、取締役会にて決定するものとする。
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　　報酬委員会は、取締役、社外取締役、社外監査役及び人事部門長のうち３名以上の委員で構成
し、報酬委員の選定については、報酬委員会にて協議を行った上で、報酬委員長より取締役会に
上程し、取締役会にて決定するものとする。

⑤社外役員に関する事項
イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

　取締役三井田砂理氏が投資マネジメント部長を兼職しております双日株式会社は、当社株式
を2021年２月28日現在23.07％保有する株主であります。同氏が取締役を兼職しております
双日商業開発株式会社と当社との間には、特別の関係はありません。
　取締役中條宰氏が代表取締役を兼職しております株式会社ヌプリ、取締役を兼職しておりま
す株式会社スタイルポートと当社との間には、特別の関係はありません。
　監査役太田譲治氏が監査役を兼職しておりますメールカスタマーセンター株式会社、株式会
社日本百貨店、株式会社アドフレックス・コミュニケーションズ及び株式会社トライステージ
メディアは、いずれも当社が株式の100.00%を保有する連結子会社であります。
　監査役藤井幹晴氏がパートナーを兼職しております八重洲グローカル法律事務所及び社外監
査役を兼職しておりますシンフォニーマーケティング株式会社と当社との間には、特別の関係
はありません。
　監査役庄村裕氏が所長を兼職しております庄村公認会計士事務所、代表社員を兼職しており
ます合同会社グローアップ及び社外取締役（監査等委員）を兼職しております双葉電子工業株
式会社と当社との間には、特別の関係はありません。
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ロ. 当事業年度における主な活動状況

出席状況及び発言状況

取 締 役 三 井 田 砂 理
2020年５月26日の就任以降、当事業年度に開催された取締役会17回のうち17回
すべてに出席いたしました。経営企画、事業投資及び海外事業の豊富な経験等を
有しており、その見識と知識等に基づき意見を述べるなど、取締役会の意思決定
の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

取 締 役 杉 山 博 髙
当事業年度に開催された取締役会22回のうち22回すべてに出席いたしました。
会社の社長を歴任した経験及び海外での事業推進の豊富な経験等を有しており、
その見識と知識等に基づき意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適
正性を確保するための助言・提言を行っております。

取 締 役 中 條 　 宰
当事業年度に開催された取締役会22回のうち22回すべてに出席いたしました。
会社の社長を歴任した経験及び新規事業開発の豊富な経験等を有しており、その
見識と知識等に基づき意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性
を確保するための助言・提言を行っております。

常 勤
監 査 役 太 田 譲 治

当事業年度に開催された取締役会22回のうち22回すべてに出席、監査役会14回
のうち14回すべてに出席いたしました。長年にわたる多様な業種の企業経営に関
する豊富な経験・実績と高い見識に基づき、取締役会において取締役の職務の執
行全般についての発言を行っているほか、取締役及び使用人からの報告、聴取、
決裁書類その他の重要な書類の閲覧を行い、常勤監査役としての監査機能を果た
しております。また、監査役会において、当社の監査業務全般について適宜、必
要な発言を行っております。

監 査 役 藤 井 幹 晴

当事業年度に開催された取締役会22回のうち20回に出席、監査役会14回のうち
14回すべてに出席いたしました。弁護士としての専門的見地から、取締役会にお
いて、取締役会の意思決定の適法性を確保するための発言を行い監視・監督機能
を果たしております。また、監査役会において、当社の監査業務全般について適
宜、必要な発言を行っております。

監 査 役 庄 村 　 裕

当事業年度に開催された取締役会22回のうち22回すべてに出席、監査役会14回
のうち14回すべてに出席いたしました。公認会計士として様々な業態の企業
に対する会計監査や内部統制構築・評価支援などの豊富な経験に基づき、取
締役会において取締役の職務の執行全般についての発言を行い監視・監督機能を
果たしております。また、監査役会において、当社の監査業務全般について適宜、
必要な発言を行っております。
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(３)会計監査人の状況
①名称　　EY新日本有限責任監査法人

②報酬等の額

報酬等の額

公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 41,100千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 41,100千円

(注)１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査
報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、公認会計士法第２条第１項の業務
に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　　２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切
であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいた
しました。

　　３．当社の重要な子会社のうち在外子会社については、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人（外
国におけるこの資格に相当する資格を有する者を含む）の監査を受けております。

③会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、
株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監
査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した
監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由
を報告いたします。
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連結計算書類
連結貸借対照表 (2021年２月28日現在) (単位:千円)

資 産 の 部 負 債 の 部
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
商 品
仕 掛 品
貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
工 具 、 器 具 及 び 備 品
車 両 運 搬 具
リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
差 入 保 証 金
破 産 更 生 債 権 等
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

14,085,157
7,451,382
6,340,248

196,130
5,521
5,467

148,987
△62,580

1,097,328
255,380
203,320
38,345
1,189

12,524
264,343
233,593
30,750

577,603
4,284

354,631
130,102
215,084

3,603
△130,102

流 動 負 債 6,003,268
買 掛 金 4,002,948
短 期 借 入 金 1,101,843
リ ー ス 債 務 16,527
未 払 法 人 税 等 155,836
賞 与 引 当 金 107,027
役 員 賞 与 引 当 金 7,600
ポ イ ン ト 引 当 金 3,571
契 約 損 失 引 当 金 99,209
資 産 除 去 債 務 19,994
そ の 他 488,709

固 定 負 債 2,364,031
長 期 借 入 金 2,063,279
リ ー ス 債 務 38,059
退 職 給 付 に 係 る 負 債 134,305
資 産 除 去 債 務 85,955
そ の 他 42,431

負 債 合 計 8,367,300
純 資 産 の 部

株 主 資 本 6,791,455
資 本 金 645,547
資 本 剰 余 金 735,426
利 益 剰 余 金 7,248,259
自 己 株 式 △1,837,778

その他の包括利益累計額 △155,301
その他有価証券評価差額金 337
為 替 換 算 調 整 勘 定 △155,638

新 株 予 約 権 20,131
非 支 配 株 主 持 分 158,899
純 資 産 合 計 6,815,185

資 産 合 計 15,182,485 負 債 純 資 産 合 計 15,182,485

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書 (2020年３月１日から2021年２月28日まで) (単位:千円)
科　　　　　目 金　　　　　額

売 上 高 47,782,543
売 上 原 価 42,421,451

売 上 総 利 益 5,361,091
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,040,801

営 業 利 益 1,320,290
営 業 外 収 益

受 取 利 息 12,374
受 取 配 当 金 10,242
受 取 保 険 金 10,000
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 11,917
為 替 差 益 7,561
助 成 金 収 入 15,380
そ の 他 7,309 74,785

営 業 外 費 用
支 払 利 息 23,650
支 払 手 数 料 35,773
そ の 他 239 59,664
経 常 利 益 1,335,411

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 202,981
新 株 予 約 権 戻 入 益 20,346
そ の 他 6,718 230,047

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 9,231
減 損 損 失 347,703
そ の 他 3,719 360,654

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,204,804
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 217,369
法 人 税 等 調 整 額 129,021 346,391
当 期 純 利 益 858,412
非支配株主に帰属する当期純利益 9,662
親会社株主に帰属する当期純利益 848,750

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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計算書類
貸借対照表 (2021年２月28日現在) (単位:千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

貯 蔵 品

前 渡 金

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工 具 、 器 具 及 び 備 品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

商 標 権

投 資 そ の 他 の 資 産

関 係 会 社 株 式

差 入 保 証 金

破 産 更 生 債 権 等

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

8,869,088

5,023,814

3,452,464

1,519

140

49,423

350,800

△9,074

2,495,912

141,441

108,910

32,530

219,229

216,619

2,609

2,135,242

1,742,353

279,502

25,123

111,402

1,984

△25,123

流 動 負 債 3,201,892
買 掛 金 1,597,689
短 期 借 入 金 1,000,000
未 払 金 62,174
未 払 費 用 37,897
未 払 法 人 税 等 153,288
預 り 金 20,348
前 受 金 12,185
賞 与 引 当 金 107,027
そ の 他 211,281

固 定 負 債 1,940,450
長 期 借 入 金 1,750,000
退 職 給 付 引 当 金 109,277
資 産 除 去 債 務 81,172

負 債 合 計 5,142,342
純 資 産 の 部

株 主 資 本 6,202,526
資 本 金 645,547
資 本 剰 余 金 745,758

資 本 準 備 金 635,547
そ の 他 資 本 剰 余 金 110,211

利 益 剰 余 金 6,648,998
そ の 他 利 益 剰 余 金 6,648,998

繰 越 利 益 剰 余 金 6,648,998
自 己 株 式 △1,837,778

新 株 予 約 権 20,131
純 資 産 合 計 6,222,658

資 産 合 計 11,365,001 負 債 純 資 産 合 計 11,365,001

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書 (2020年３月１日から2021年２月28日まで) (単位:千円)
科　　　　　目 金　　　　　額

売 上 高 23,779,143
売 上 原 価 20,238,235

売 上 総 利 益 3,540,907
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,285,970

営 業 利 益 1,254,937
営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,440
受 取 配 当 金 10,235
受 取 保 険 金 10,000
為 替 差 益 3,379
そ の 他 6,976 32,031

営 業 外 費 用
支 払 利 息 14,445
支 払 手 数 料 35,773
そ の 他 20 50,240
経 常 利 益 1,236,729

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 202,981
新 株 予 約 権 戻 入 益 20,346 223,328

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 1,784
関 係 会 社 株 式 評 価 損 843,157 844,942

税 引 前 当 期 純 利 益 615,115
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 249,543
法 人 税 等 調 整 額 80,539 330,083
当 期 純 利 益 285,032

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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監査報告書
連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2021年４月21日

株式会社トライステージ
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 吉 田 亮 一 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 石 井 　 誠 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社トライステージの2020年３月１日から2021
年２月28日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本
等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、株式会社トライステージ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損
益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法
人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計
すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した

監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
おいて連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事
項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計
算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監
査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査
人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し
たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減する
ためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以　上
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監査報告書

計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2021年４月21日
株式会社トライステージ

取締役会　御中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 吉 田 亮 一 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 石 井 　 誠 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社トライステージの2020年３月１日か
ら2021年２月28日までの第15期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した

監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書にお
いて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適
切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として
存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し
たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減する
ためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告
監　査　報　告　書

　当監査役会は、2020年３月１日から2021年２月28日までの第15期事業年度の取締役の職務の執行に
関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告
いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(１) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について

報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。

(２) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、
電話回線又はインターネット等を経由した手段も活用しながら、取締役、内部監査部門その他の使
用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査
を実施いたしました。
① 取締役会その他重要な会議にオンライン形式に拠るものも含めて出席し、取締役及び使用人等か

らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧
し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社につ
いては、子会社の取締役等とオンライン形式に拠るものも含めて意思疎通及び情報の交換を図
り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な
ものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決
議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び
使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、
意見を表明いたしました。

③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組み
については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えまし
た。

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計
算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005（平成17）年10月
28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
(１) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認
めます｡

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認めら
れません｡

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認め
られません。

④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基
本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規
則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を
損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めま
す。

(２) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(３) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年４月22日
株式会社トライステージ　監査役会

常 勤 監 査 役
(社外監査役) 太　 田　 譲　 治 ㊞
社 外 監 査 役 藤　 井　 幹　 晴 ㊞
社 外 監 査 役 庄　 村　　　  裕 ㊞

以　上
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議案及び参考事項

第１号議案　剰余金処分の件
剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
　当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題のひとつとして認識しており、業績、投資状況、
財務状況を総合的に勘案したうえで、柔軟な利益還元策を実施していく方針です。
　この配当方針に基づき、第15期の期末配当につきましては、以下のとおりといたしたいと存じま
す。

①配当財産の種類
　金銭といたします。
②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　当社普通株式１株につき金７円といたしたいと存じます。
　なお、この場合の配当総額は175,412,573円となります。
③剰余金の配当が効力を生じる日
　2021年５月26日といたしたいと存じます。
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第２号議案　取締役７名選任の件
取締役全員（７名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役７名の

選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号 氏名 新任・再任 当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 取締役会

出席状況

１ ク ラ タ
倉　田　

ヤ ス ヒ サ
育　尚 再任

代表取締役社長
経営、業務執行全般及びグループガバナンス全般
並びに内部監査室、経営管理部、営業管理室、
人事部及び事業推進部 管掌

22／22回
（100％）

２ マ エ ダ
前　田　

ミ ツ ア キ
充　章 再任

代表取締役副社長
経営及び業務執行全般並びに事業企画室、
営業１部、営業２部及びプロダクト部 管掌
株式会社アドフレックス・コミュニケーションズ
取締役
メールカスタマーセンター株式会社 取締役
株式会社トライステージメディア 取締役
株式会社メイキップ 社外取締役

22／22回
（100％）

３ セ ノ オ
妹　尾　　　

イサオ
勲 再任

取締役会長
関西支店及び九州支店 管掌
株式会社トライステージメディア 取締役

22／22回
（100％）

４ マ ル タ
丸　田　

ア キ オ
昭　雄 再任 取締役 22／22回

（100％）

５ ス ギ ヤ マ
杉　山　

ヒ ロ タ カ
博　髙 再任 社外取締役 22／22回

（100％）

６ フ ク ダ
福　田　　　

ダイ
大 新任 双日株式会社 商業プラットフォーム事業部長 －

７ ス ガ ワ ラ
菅　原　

ユ ウ ス ケ
勇　祐 新任 株式会社VILLAGE INC 顧問 －
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取締役候補者の略歴、重要な兼職の状況及び所有する当社の株式数は次のとおりであります。

候補者
番号

氏名
（生年月日） 略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況

所有する
当社の株式数

（2021年2月28日現在）

１

ク ラ タ
倉　田　

ヤ ス ヒ サ
育　尚

(1956年3月27日生)

再　任

1979年 ４ 月 株式会社大広入社

－株

2005年 ６ 月 同社執行役員就任
2009年 ６ 月 同社取締役執行役員就任
2011年 ４ 月 同社取締役専務執行役員就任
2015年 ５ 月 当社入社、執行役員就任
2019年 ５ 月 当社取締役就任
2020年 ５ 月 当社代表取締役社長就任（現任）

（取締役候補者とした理由）
倉田育尚氏は、広告代理店の経営者としての豊富な経験と高

い見識を有しており、2015年の入社以降、関西支店での業務
執行及び営業ツールの整備等に取り組んでまいりました。
2019年５月からは取締役として、2020年５月からは代表取締
役社長として、取締役会の機能強化に貢献しており、今後も当
社グループの経営に対して適切な監督を行い、企業価値の向上
に寄与できる人材と判断したことから、引き続き取締役候補者
といたしました。

２

マ エ ダ
前　田　

ミ ツ ア キ
充　章

(1965年11月７日生)

再　任

1988年 ４ 月 株式会社リクルート（現 株式会社リクルート
ホールディングス）入社

－株

2008年 ８ 月 株式会社ドリコム入社、上席執行役員事業本
部長就任

2009年 ６ 月 株式会社ドリコムマーケティング（現 グロー
バルパートナーズ株式会社）取締役就任

2013年 ７ 月 当社入社
2014年 ５ 月 当社取締役執行役員就任
2017年 ３ 月 株式会社メイキップ社外取締役就任（現任）
2020年 ５ 月 当社代表取締役副社長就任（現任）
2020年 ８ 月 株式会社アドフレックス・コミュニケーショ

ンズ取締役就任（現任）
2021年 ３ 月 メールカスタマーセンター株式会社取締役

就任（現任）
2021年 ４ 月 株式会社トライステージメディア取締役就任

（現任）

（取締役候補者とした理由）
前田充章氏は、複数の新規事業立上げ経験を有しており、

2013年の入社以降、多岐にわたる業務を管掌してまいりまし
た。また、今後の成長の要となるダイレクトマーケティング基
盤の構築及び推進に取り組んでおります。2014年５月からは
取締役として、2020年５月からは代表取締役副社長として、
取締役会の機能強化に貢献しており、今後も当社グループの経
営に対して適切な監督を行い、企業価値の向上に寄与できる人
材と判断したことから、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番号

氏名
（生年月日） 略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況

所有する
当社の株式数

（2021年2月28日現在）

３

セ ノ オ
妹　尾　　　

イサオ
勲

(1960年９月25日生)

再　任

1983年 ４ 月 株式会社大広入社

2,077,400株

2002年 ３ 月 株式会社ディー・クリエイト入社、DRS事業
部設立、ゼネラルマネージャー就任

2006年 ３ 月 当社設立、取締役就任
2006年11月 当社代表取締役就任
2014年 ５ 月 当社取締役社長執行役員就任
2018年 ５ 月 当社取締役CVO就任
2021年 ２ 月 株式会社トライステージメディア取締役就任

（現任）
2021年 ３ 月 当社取締役会長就任（現任）

（取締役候補者とした理由）
妹尾勲氏は、2006年の当社創業以来、多岐にわたる業務を

管掌しながら当社の意思決定、経営の監督を実践してまいりま
した。また、今後の成長に向けた事業の変革及び経営体制の変
更にあたり、企業理念の継承に取り組んでおります。今後も当
社グループの経営に対して適切な監督を行い、企業価値の向上
に寄与できる人材と判断したことから、引き続き取締役候補者
といたしました。

４

マ ル タ
丸　田　

ア キ オ
昭　雄

(1969年１月22日生)

再　任

1991年 ４ 月 株式会社大広入社

6,572,400株

2002年 ３ 月 株式会社ディー・クリエイト入社、DRS事業
部設立、プロデューサー就任

2006年 ３ 月 当社設立、代表取締役就任
2014年 ４ 月 メールカスタマーセンター株式会社取締役会

長就任
2017年 ３ 月 株式会社日本百貨店取締役就任

株式会社アドフレックス・コミュニケーショ
ンズ取締役就任

2018年 ５ 月 当社代表取締役CEO就任
2019年 ５ 月 当社代表取締役社長就任
2020年 ５ 月 当社取締役ファウンダー就任（現任）

（取締役候補者とした理由）
丸田昭雄氏は、2006年の当社創業以来、長きにわたり代表

取締役を務め、当社の意思決定及び経営の監督を実践してまい
りました。今後も当社グループの経営に対して適切な監督を
行い、企業価値の向上に寄与できる人材と判断したことから、
引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番号

氏名
（生年月日） 略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況

所有する
当社の株式数

（2021年2月28日現在）

５

ス ギ ヤ マ
杉　山　

ヒ ロ タ カ
博　髙

(1954年３月30日生)

再　任

社外取締役

独立役員

1977年 ４ 月 ソニー商事株式会社（現 SFIリーシング株式
会社）入社

－株

1983年 ６ 月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会
社）入社

2005年 ３ 月 ソニースタイル・ジャパン株式会社（現 ソニ
ーマーケティング株式会社）取締役就任

2007年 ４ 月 同社代表取締役社長就任
2008年10月 ソニーテクノクリエイト株式会社取締役副社

長就任
2009年 ３ 月 同社代表取締役社長就任
2010年11月 フェリカネットワークス株式会社代表取締役

社長就任
2015年 ５ 月 当社社外取締役就任（現任）

（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
杉山博髙氏は、会社の社長を歴任した経験及び海外での事業

推進の豊富な経験等を有しており、2015年５月から独立社外
取締役として、取締役会において積極的にご発言いただき経営
の監督に適切な役割を果たしていただいております。今後も
当社の取締役会の監督機能の強化に寄与していただけると判断
したことから、引き続き社外取締役候補者といたしました。

６

フ ク ダ
福　田　　　

ダイ
大

(1975年11月19日生)

新　任

1999年 ４ 月 ニチメン株式会社（現 双日株式会社）入社

－株

2003年 ５ 月 株式会社エムアウト入社
2007年 １ 月 双日株式会社入社
2013年 ７ 月 Sojitz Corporation of America Project 

Development Dept. Deputy General 
Manager就任

2018年 ４ 月 当社入社、経営企画部長就任
2020年 ２ 月 TV Direct Public Company Limited 

Director就任
2020年 ３ 月 当社執行役員就任
2021年 ４ 月 双日株式会社商業プラットフォーム事業部長

就任（現任）

（取締役候補者とした理由）
福田大氏は、2018年４月に双日株式会社からの出向により

当社に参加して以来、経営企画、国内外の事業推進及び経営管
理全般など多岐にわたる業務に従事し、2020年３月の執行役
員就任後はさらに当社の事業変革を推進してまいりました。
今後も当社グループの経営に対して適切な監督を行い、企業価
値の向上に寄与できる人材と判断したことから、取締役候補者
といたしました。
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候補者
番号

氏名
（生年月日） 略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況

所有する
当社の株式数

（2021年2月28日現在）

７

ス ガ ワ ラ
菅　原　

ユ ウ ス ケ
勇　祐

（1963年3月28日生）

新　任

社外取締役

独立役員

1986年 ４ 月 株式会社リクルート（現 株式会社リクルート
ホールディングス）入社

－株

2005年 ７ 月 フリービット株式会社取締役就任
2007年10月 株式会社ドリコム入社、執行役員就任
2008年 ６ 月 同社取締役副社長就任
2017年 ４ 月 株式会社VILLAGE INC顧問就任（現任）

（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
菅原勇祐氏は、事業推進、経営企画及び経営管理の豊富な経

験等を有しており、社外取締役による監視・監督機能の強化の
みならずその見識と知識等を当社の経営全般に活かしていた
だけると判断したことから社外取締役候補者といたしました。

(注)１. 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
２. 杉山博髙氏及び菅原勇祐氏は社外取締役候補者であります。
３. 杉山博髙氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって６年となります。
４. 当社は、社外取締役として有用な人材を迎えることができるよう、社外取締役との間で、当社への損害賠償

責任を一定の範囲に限定する契約を締結できるよう定款第31条（損害賠償責任の一部免除）を定めており、
当社は杉山博髙氏との間で責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、
3,600千円又は法令が定める額のいずれか高い額としており、同氏の再任が承認された場合は、同氏との間
で責任限定契約を継続する予定であります。また、菅原勇祐氏の選任が承認された場合には、当社と同氏と
の間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。

５. 当社は、杉山博髙氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ておりますが、同氏が再任され
た場合は、同氏を引き続き独立役員とする予定であります。また、菅原勇祐氏は、東京証券取引所の定めに
基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合は、独立役員として指定する予定であ
ります。

６. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がそ
の職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのあ
る損害が塡補されます。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期
途中に当該保険契約について同内容での更新を予定しております。なお、保険料は全額当社が負担しており
ます。
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第３号議案　ストック・オプションとしての新株予約権を発行する件及び募集事項の決定
を当社取締役会に委任する件

　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、以下の要領により、当社の取締役（社外取
締役を含みません）及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人に対しストック・オプションとし
ての新株予約権を発行する件及び新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、
ご承認をお願いするものであります。
　また、当社の取締役に割り当てる新株予約権は、取締役に対する金銭でない報酬等に該当し、その額
が確定していないため、取締役の金銭による報酬額とは別に、その内容及び算定方法について併せてご
承認をお願いするものであります。
　ストック・オプションとしての新株予約権は当社グループの業績向上及び企業価値増大に対する意欲
や士気を高めること等を目的としています。ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等
の額は、取締役（社外取締役を含みません）については、会社業績及び当社における業務執行の状況・
貢献度等を基準として決定し、割当日においてブラック・ショールズ・モデルを用いて算定する新株予
約権１個当たりの公正価額に、割り当てる新株予約権の個数を乗じて算定いたします。
　上記に鑑み、当社は、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及びその具体的
な内容並びに取締役の報酬等の内容は相当なものであると考えております。
　現在の取締役は７名（うち社外取締役は３名）であり、第２号議案が原案どおり承認可決されますと、
取締役は７名（うち社外取締役は２名）となります。

Ⅰ．特に有利な条件により新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由
　当社グループの業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めるとともに、株主の視点を取
り入れることにより経営参画の意識を高めることを目的として、当社の取締役及び使用人並びに当社
子会社の取締役及び使用人に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行するもので
あります。

Ⅱ．本総会において決定する事項に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の上限及び
金銭の払込みの要否

１．その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の数の上限
　下記Ⅲ.に定める内容の新株予約権4,800個を上限とし、うち当社取締役に対する上限を960個と
する。なお、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数は、当社普通株
式480,000株（うち取締役分96,000株）を上限とし、下記Ⅲ.1.により付与株式数（以下に定義さ
れる）が調整された場合は、調整後付与株式数に上記新株予約権の上限数を乗じた数を上限とする。

２．その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権につき、金銭の払込みを要し
ないこととする。
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Ⅲ．本総会において決定する事項に基づいて募集事項を決定することができる新株予約権の内容
１．新株予約権の目的である株式の種類及び数

　新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以
下、「付与株式数」）は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」）
以降、当社が当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記
載につき同じ）又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結
果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
　当該調整後付与株式数を適用する日については、下記３.(２)①の規定を準用する。また、上記の
ほか、割当日以降、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数
を適切に調整することができる。付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用
する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、
「新株予約権者」）に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行う
ことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

２．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより
交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」）に付与株式数を乗じ
た金額とする。
　行使価額は、割当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く）の東京証券取引所に
おける当社普通株式の普通取引の終値（以下、｢終値｣）の平均値の金額（１円未満の端数は切り上
げる）又は割当日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値）のいずれ
か高い金額とする。ただし、行使価額は下記３.に定める調整に服する。

３．行使価額の調整
(１)割当日以降、当社が当社普通株式につき次の①又は②を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定

める算式（以下、「行使価額調整式」）により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、
これを切り上げる。

①当社が株式分割又は株式併合を行う場合

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

株式分割又は株式併合の比率
②当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（会社法第194条の規

定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に
転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予
約権（新株予約権付社債に付されたものを含む）の行使による場合を除く。）
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調整後行使価額 ＝
調 整 前
行使価額

×
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額
時  価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
ⅰ行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(２)に定める「調整後行使価額を適用する日」（以

下、「適用日」）に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普
通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。以下同じ）の平均値（終値のない日を除く）とする。
なお、「平均値」は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

ⅱ行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用
日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる
自己株式数を控除した数とする。

ⅲ自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己
株式数」に読み替える。

(２)調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
①上記(１)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基

準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力
発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議
案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主
総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株
主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
　なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総
会の終結の日までに新株予約権を行使した（かかる新株予約権を行使することにより交付を受
けることができる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」）新株予約権者に対しては、交付
する当社普通株式の数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを
切り捨てる。

新規発行株式数 ＝
(調整前行使価額－調整後行使価額) × 分割前行使株式数

調整後行使価額
②上記(１)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日（払込期

間が設けられたときは、当該払込期間の最終日）の翌日以降（基準日がある場合は当該基準日
の翌日以降）、これを適用する。

(３)上記(１)①及び②に定める場合のほか、割当日以降、他の種類株式の普通株主への無償割当又
は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得な
い事由が生じたときは、かかる割当又は配当等の条件等を勘案のうえ、当社は、合理的な範囲
で行使価額を調整することができる。
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(４)行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知
又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合に
は、以後速やかに通知又は公告する。

４．新株予約権を行使することができる期間
　割当日後２年を経過した日から３年間

５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(１)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第

17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１
円未満の端数は、これを切り上げる。

(２)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(１)記
載の資本金等増加限度額から上記(１)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

６．譲渡による新株予約権の取得の制限
　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

７．新株予約権の取得条項
　以下の(１)、(２)、(３)、(４)又は(５)の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会
決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、
当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(１)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(２)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(３)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(４)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要す

ることについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(５)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当

社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全
部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

８．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ
当社が分割会社となる場合に限る）又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社と
なる場合に限る）（以上を総称して以下、「組織再編行為」）をする場合には、組織再編行為の効
力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社
の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会
社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完
全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予
約権」）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イ
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からホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」）の新株予約権をそれぞれ交付することと
する。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新
設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを
条件とする。
(１)交付する再編対象会社の新株予約権の数

　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(２)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　再編対象会社の普通株式とする。
(３)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記１.に準じて決定する。
(４)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記２.で定められる行使価
額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後払込金額に上記(３)に従っ
て決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす
る。

(５)新株予約権を行使することができる期間
　上記４.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生

日のうちいずれか遅い日から、上記４.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了
日までとする。

(６)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
　上記５.に準じて決定する。
(７)譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(８)新株予約権の取得条項

　上記７.に準じて決定する。
(９)その他の新株予約権の行使の条件

　下記10.に準じて決定する。
９．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め

　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、
これを切り捨てる。

10．その他の新株予約権の行使の条件
　新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

以　上
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定 時 株 主 総 会
会 場 ご 案 内 略 図

会場　東京都港区海岸一丁目２番20号
汐留ビルディング３階
リージャス汐留センター　会議室

大門駅

浜松町駅

旧芝離宮恩賜庭園

浜離宮恩賜庭園

竹芝駅

ベイサイドホテル
アジュール竹芝

ニューピア竹芝
サウスタワー

文化放送

芝商業高校

インターコンチネンタル
東京ベイ

竹芝ふ頭公園

都
営
大
江
戸
線

Ｊ
Ｒ
山
手
線
・
京
浜
東
北
線

都
営
浅
草
線

日
比
谷
通
り

東
京
モ
ノ
レ
ル

首都高速
ゆ
り
か
も
め川

品
至

ニューピアホール

世界貿易
センタービル

FamilyMart

国
道

　

号
線(

第
一
京
浜)

15 東京ポートシティ竹芝

メズム
東京

汐留ビルディング３階

会場まで
●JR 山手線・京浜東北線　浜松町駅北口より 徒歩約２分
●都営地下鉄 大江戸線・浅草線　大門駅Ｂ１出口より 徒歩約４分
●東京モノレール 東京モノレール　浜松町駅より 徒歩約５分
●東京臨海新交通 ゆりかもめ　竹芝駅東口より 徒歩約５分

◎新型コロナウイルス感染症の感染リスクを避けるため、当日のご出席に代えて、極力事前に議決権を
ご行使いただき、当日のご出席をお控えいただくよう強くお願い申しあげます。

◎当会場はご来客用の駐車場、駐輪場がございませんので、お車、自転車でのご来場はご遠慮ください
ますようお願い申しあげます。

◎会場建物内は禁煙となっておりますので、ご了承のほどお願い申しあげます。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。株式会社トライステージ

〒105-0022 東京都港区海岸一丁目２番20号


